
(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名)横浜地方裁判所

騒翻行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺，自傷

施設,物品等の損壊等

文書偽造,官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害
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’
行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり
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裁判所の対応,その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名）東京地方裁判所

｢

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害 、
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6 行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名）札幌地方裁判所
行為の概要
職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺.自傷
施設,物品等の損壊等
文書偽造,官職名等の不正使用
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8裁判所の対応,その結果等の行為後の事情
■次のとおり 口別紙のとおり ロ追完予定
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福島地裁総第1 9

（庶ろ一

平成28年3月
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

福島地方裁判所

行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の肴に対する加害
自殺， 自傷
施設，物品等の損壊等
文書偽造，官職糸等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
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行為の態様及び被害の状況
次のとおり ■別紙のとおり

行為に至る経緯
次のとおり ■別紙のとおり
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（別紙）

6行為の態様及び被害の状況

7 行為に至る経緯

6及び7について，次のとおり
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福島地裁総第17
（庶ろ一

平成28年3月
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
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行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺，自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用
逃走

裁判所權内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
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(別紙）

6 行為の態様及び被害の状況

7 行為に至る経緯

6及び7について，次のとおり
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大阪家裁総第108号 (庶ろ－15-A) 平成28年3月9日

大阪家庭裁判所長最高裁判所事務総局総務局長殿

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

大阪家庭裁判所
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行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の聯務遂行の妨害
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行為の態様及び被害の状況
次のとおり 口別紙1のとおり
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

（庁名）神戸地方裁判所
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1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害
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8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名）前橋地方裁判月

（

（

溌員の家族

〒舎

主居（官舎を含む。 ）

幾判所のその他の施設

勿品，文書等
多･の袖イ■■■■■■■■■

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺

■施設
，
，

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

’

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■穀損したというもの。

2行為の日時■■■■■■■■■■ ■
一

一
3行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他（■■■■■）

■■■■■

4行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他（■■■■■■■■）

■■■■■■■



行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり

６
■ 口追完予定

|I １
１

三
一 一ー＝一＝ 一 一三一一

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
’

｜

I

行為に至る経緯

次のとおり

7

■ 口別紙のとおり 口追完予定

別添の報告書のとおり

裁判所の対応，その結果等の行為後の

別紙

事情８
■ 次のとおり □ のとおり 口追完予定

9備考

(最総一）



平成28年3月15日

前橋地方裁判所■■首席書記官殿

前橋家庭裁判所裁判所書記官高見澤周 吾

|穀損した■■■
について（報告）

で －
１

（

I

辰

6

屍

ド 一一

－リ



以上



(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 千葉地方裁判月

て

〔

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

■それ以外の者に対する加害

口自殺

口施設
７
９

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■

｜
》
一

一
一
て

2‐行為の日時 ■■■■■■■■ ■一
3行為の場所

’
法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居(官舎を含む。 ）

その他（■■■■■■■■■）

一

〆

4行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他（■■■■■■■■■）

■■■■■■

◆

5被害者，被害施設等

’
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他（■■■■■■■）

■■■■■■

、ト員一一一、．●

導
一

‘瀦認座≦鑑ニミ→

謬
凸

Zf1.3, 1K

号．一一－－．－．”－－も

､､建皇皇



6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 追完予定□

'1
L二mニエニ［LH－一一

’

る経緯７
■ 口別紙のとおり 口追完予定

｜ ’一聖…巳ロ記 一

Pf

一二 寺 一■1 幸

|’ 一一"一・ －－~一 ‐
｜ ‐

対応，その結果等の行為後の事情

口別紙のと

８
■ おり 口追完予定

一二三一一
仇冒｡

ﾛロローー 一‐ 一 ．▲

I q

9備考

(最総一）

＝ 一二一一一一 ‘■ ･■■一一＝幸ﾃﾞﾏﾏ 「
１
Ｊ

画
■
一

凸 ＝

可

一一 F

一



裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 鳥取地方裁判所

で

〈

卦1午嘩

耐
全
匡
孑

家
官
の

刀
舎
く
語
を含む。

の他の抽

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺

口施設
７
，

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

■裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

’
一

一

2行為の日時■■■■■■■■■■■
’

’’
3行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他（■■■■■■■■）

｜
｜
口

行為者

事件関係者

傍聴人

不明

4

）■■■■■■その他（

■



6 行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

１
１

－ －－

’
守

行為に至る経緯

次のとおり

７
■ 口別紙のとおり 口追完予定

■■

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

Ｉ

ｌ

i

9備考

(最総一）

睡函uqTrE瞳孔l ■工F亘亟‘L■ﾛh~､画一■ ， ．

＝Fー一

’

、

’

＝＝ ＝





(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名）泉‐ i地方裁判月

て

<‐
皮． 設宰

4

α
全
匡

員
・
雷 を含む。 ）

の他の旅認

Ｅ
７

1行為の概要

■職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺

口施設
９
３

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

■職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■
■■■傷害を負うとともに,■■■■■■
■■■■■■執行が妨害された。

2行為の日時■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ’
3 行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他（■■■■■■■■）

■ー■
行為者

事件関係者

傍聴人

不明

4

）■■■■■その他（I
｜
｜
｜
｜

昌一一



行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり

６
■ 口追完予定

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

●b 画

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

１
１
１
」’

’

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり

8裁判所の対応，

■汝のとおり 口追完予定

'9備考

(最総一）
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缶U■■

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

L(庁名） ’

’行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （

１
□
□
□
□
□
□
□
■
□

１
１
１

－－

|業務を妨
害したもの。

-~~~ ~ニニー‐~~~.~~~~~~~~~-

2行為の日時I ’

|回行為の場所
’ 法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他(■■■）
■■■■

’ ’

‐ 1
’

－

’4

事件関係者 ’
傍聴人

不明

| ）｜その他（

5被害者，被害施設等 １
１］裁判官

その他の職員
旧
ｄ
ｌ
Ｉ

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

｜ ｜庁舎

住居（官舎を含む。 ）

凡三三ノノ裁判所のその他の施設 ’

物品，文書等
｜
’’その他（

当1早理■ ，1， 巳

…b君

産

ハペ守子

－ 一

28，3，22

P 一



6 行為の態様及び被害の状況

■吹のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

| 「 －
－一二一一

「

｜
’

I■■■■■■■■■

’

7行為に至る経緯

■次のとおり ロ別紙のとおり 口追完予定

｜
’

L
’

元、『 五更

１
１ ’I－ 一一 巳一

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

一一

１
１
１

r君4

一

一

－一－

’

一

一

一

［
9備考

(最総一）

b w q L- lﾕ ｰ

一一 二二一
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 大阪地方裁判所

で

i〔
幸

1行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

■それ以外の者に対する加害

口自殺

口施設

，

】

自傷
●

物品等の穀損等

口文書偽造，官職名等の不正使用
も

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）

も L

P F 鍛 一ヂ ャ 一 りむ ”L 勺* . ,

■■■■■■■■■■■■■■■

,皿 J"戦”…蔵…"…"Ⅱ”〕
が:.:.hw溌靭紙噌鐡鞍:j趨狩”報:唾癖?織講騨雛総鰐識野別淑難､輯撫辨..L.<､、

1減:"ゞ鳶蒟か報惑星ゞ‘龍謎論豆…炉 ． …

■■■■■■■■■■つかむよう
旬 』 伊 三 ●

､

、

■ ③ 、 午 L

だものd ．
C F

〃 b 凸‘ q p

｜
口
一
口
一
口

2 行為の日時

■■■■■■■■■■■■■■■■■
ﾛ ﾛ ｡ ： へ‘ ¥

G ● 寺

『

■

f f タ

3行為の場所

’
法廷 ，

庁舎内

審判廷又はその周辺

裁判所構内
●

住居（官舎を含む。）

その他(■■■■■）
a F B

｜
〆
“
・

。

4行為者

、

事件関係者

傍聴人

不明

その他
、

｡



F

D

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者 ’

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他（ ）

6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

唾 『側 品 11毒古 型'二…

|■■■■■■■■■■■－

｜
I

’
’

’－－－司

一 一司 . , I｜

’

’ll
l

行為に至る経緯

次のとおり 口別紙のとおり

｜
’ ７
口 口追完予定

’

’
I

ｉ
’

’
二
コ
恥
一
一
卿
』
凶
鴫
戸
叫
匡
日
一

郵
闇
面
回
国
壷
弱
１
１
１
１
壼
壷
』
口
碑
画
．
戸
』
一
醒
函
尋
函
暉
配
画
一
ｌ
Ｊ
ｌ
Ｈ
‐

ｑ

…

陣11 趣
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ー

一 一

一 ＝巳＝

'一‐ ‐ I
－頁＝－－

＝■ b
■ F ‐

一 一.－－ 白 一一二 旦一 一一一一 一二 凶

■■

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

［

l

’

9備考

＝詞
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） ‐ 松山地方裁判所

１
□
ロ
ロ
■
□
□
□
□
□

’行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害 ．

その他（ ）

’
■■■■｜■■■■■■■

L

■持ち去った。

行為の日時 ’2
I

行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他

’3

■■■’
一－ー－ －－

4

■事件関係者

傍聴人 ’

不明 ｜■■
’ | ）その他 （

5 ’

裁判官

’ その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他
－

＝ ■一一毛

４
．
南
５
■
■
■
”
■
■
■
■
■
■
■
』
■
■
■
■
■
園
Ⅲ
■
Ｆ
ゴ

一

一

＝4｣｡■＝ 、帝孔E



、

行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙
'6行為の態様及び被署
■次のとおり

｜‘_ ‐~‐ －
－三一

のとおり 口追完予定
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
１
１
１
’
’
’
’

一

・

ｌ

一
一
一
一

－

に至7行為

■次の

る経緯

口別紙別紙のとおり 口追完予定

’

’１
１ ’

裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

次のとおり 口別紙のとおり

８
■ 口追完予定

’

’

’

9備考

1

(最総一）
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ｰ

(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

{て

(~）

「

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害
■それ以外の者に対する加害

口自殺

□ 施設
巳 『

０
分

自傷

物品等の損壊等
§

ロ文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

□ 裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ： ）

:"-

=-~l""〆一"'ー
P

傷害蚕負わせた。
｡ b

、 b r ● 令 0 b

← 争 ． ■

L

○0 』 ｳ4 ← ■サ ナ

●Q も
r G さ ＝ ■ 己公￥

甲

2行鶉の日時■■■■■■■■■■ ■
▲■■ 一 F一－，ロ ー－令 鎧

一
一

3行為の場所
グ ?

■

９

４

●

幸

弓

q

法廷,審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内
も

住居 (官舎を含む。 ）

その他
亀 ；

、 グ

(■■■■■■■■）
D J･

● ①

一

■

夕

、

h

L ＝

●

、－

4: y行為者
争 司 4

ものリグ･ ･

事件関係者
0

Ⅲ

不明
'

①

その他（■■■■■）
ゅ一宇一▲ ▲一己〃争ユウー. 一■■~グー一 ■｡■ ■ 』 心

■■■■■■■■■■■■■■■■■

｜
一一雲、一塞匁と凸津浬ｈ土６⑱彫刻《。、宛払ｂ坐、土《■軸ｒ屋戸時４尹

戸

や
里
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり

’６
■ 口追完予定

一
「
’

’
一

rrTF面－『”‐

Tら－

’

－

’

’
７
■

行為に至る経緯

次のとおり ロ別紙のとおり 口追完予定

｜
’ １

１
１
１

１
１

’
■■■■

’

｜
’

’

’

１
１

－－－－－

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり

裁判所の対応↑

次のとおり

８
■ 口渭完予定
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 千葉地方裁判所

行為の概要

職員又ほその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （ ）

１
口
□
□
□
ロ
ロ
ロ
■
□

１
口
□
□
□
ロ
ロ
ロ
■
□

何者かが， ’

I
－－

－

■職務の執行を妨害した。

L

2
＝ 一一 ’

行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

3

’ ＝

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他M 軒計淀零ｺ諏 ）

4

事件関係者

傍聴人 ‘

不明

氏／ その他（ ）

１
１

■■■■■■■■■■■■■

設等5
－

’
裁判官

その他の職員 ’Ｉ
一 司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎
■
Ｊ
◇
８
岬

腿

裁判所のその他の施設 ’

’ 物品，文書等 Ⅱ

| ）

FT百V｢弓 唇…繭
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審

I■■■■■■■■

耐 Y扇繍専 一了さ~~r、－ずアー マーーー - ‐
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祁
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり

６
■ 口追完予定

’

星 ’

－一 一
’

行為に至る経緯

吹のとおり

7

■ 口別紙のとおり 口追完予定

｜

’
一

■■■■■■■■■■■■

il

’

ﾛ■■■■ 一
一

｜
｜

’

’
’一一一

’

一
一
一

｜

’

8裁判所の対応

■次のとお'ツ

そめ結果等の行為後の事情

口別紙のとおり ロ追完予定

一

１
１
１

''一 一

’

｜ －

－－

’
1

9 備考

(最総一）
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青地家裁総第284号
（庶ろ－4）

平成28年3月29日

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
7年7月24日付け青地家裁総第813号による報告の追加報告）(平成2

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害
□それ以外の者に対する加害
口 自殺

口施設
９
，

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用
口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為
口職員の職務遂行の妨害
□その他（ ）

2 行為の日時 平成 年 月 日午 時

3 行為の場所

口法廷

周辺

，

口庁舎内

審判廷又はその

口裁判所構内

口住居（官舎を含む。 ）
□その他（ ）

4 行為者

口事件関係者

口傍聴人

口不明

□その他（ ）

28，3，29



被害者，被害施設等
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）
裁判所のその他の施設
物品，文書等
その他（ ）

５
□
□
□
□
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

’
’

’｜’

行為の態様及び被害の状況
次のとおり 口別紙のとおり

６
－
■

ロ追完予定

行為に至る経緯
次のとおり

７
口 ロ別紙のとおり 口追完予定

－

その結果等の行為後の事情
口別紙のとおり ’

裁判所の対応，
次のとおり

８
■

口追完予定

■ ’
－ － 一 F－－－

’

’
9備考

(最総一）


